
令和元年度 市長賞

令和元年度 議長賞

令和元年度 観光協会長賞

東京たつの懇話会の新会員を募集！東京たつの懇話会の新会員を募集！
　東京たつの懇話会では、会員相互の親睦・交流・情報の交換を図るとともに、郷土愛を育み、たつの市の発展に
寄与することを目的としています。 ぜひ、ご家族・ご親戚、お知り合いの方をご紹介ください。
■対 　 象 　 者　首都圏在住・在勤・在学で、多方面に活躍されている「たつの市出身又はゆかりのある方」
■現在の会員数　２１９名　
■総会・懇親会　１０月２０日（火）１８時から東京都内にて開催予定　※詳細が決まり次第、会員にご案内します。
■入  会  方  法　事務局（広報秘書課）までお問い合わせください。
▶広報秘書課（☎64・３１４０）

　さまざまな地域課題の解決に向け、地域の特色を生かした主体的な地域づくり活動を行う市民団体に対
し、活動基盤の強化を図るためのアドバイザー招へいに要する費用の一部を補助します。
■補 　 助 　 額　アドバイザー招へい１回につき５万円、総額50万円（上限額）
■補助対象経費　アドバイザーへの謝金、招へいに必要な旅費（日当、食事代を除く）。
■補助対象団体　次に挙げるいずれにも該当する団体
（１）主たる活動の場が市内にあること。
（２）市内に在住、在勤又は在学している者が５人以上、かつ構成員の過半数を占めていること。
（３）代表者及び運営方法が会則等で規定されていること。
　※政治又は宗教団体、特定の政治家・政党を推薦又は反対する目的の団体等は対象外となります。
■対象活動
（１）地域が抱える課題の解決又は地域資源の活用を目的とする活動
（２）まちづくり、社会福祉、自然保護、地域安全等の地域振興に係る活動　等
■提出書類　交付申請書、アドバイザーの履歴書・業務内容の分かる書類、活動団体の会則・名簿
　※交付申請書等は、まちづくり推進課窓口でお渡ししますので、申請前に相談ください。
■申請・問い合わせ先　まちづくり推進課（☎64・３１６７）

たつの市観光写真
コンテスト作品募集

■サイズ　４つ切カラー又はモノクロの単写真
　　　　 （ワイド４つ切可）
■作　品　３年以内にたつの市内で撮影した観光ＰＲにな
るようなもの（特に、日本遺産に認定された「室津の北
前船関連文化財」や重伝建地区に選定された「龍野の町
並み」の作品）。自作品で未発表のものに限ります。合成
加工写真は不可とします。
■応募締切　11月20日（金）　■応募数　１人５点以内
■応募方法　市役所、各総
合支所及び市内公共施設
等に設置している応募用
紙の受付票と作品票に必
要事項を記入し、作品票
は作品裏面に貼付の上、
受付票とともに持参又は
郵送で観光振興課へ提出。
なお、応募作品は、審査結
果にかかわらず返却でき
ません。ご了承ください。
■賞　推薦１点、特選６点、
　入選25点
▶観光振興課（☎64・3156）

■応募作品について
①応募作品　このコンクールのために創作された未発表の個人のオリジナル詩であること
②応 募 数　１人３編以内
③審 査 料　１編につき1,000円（高校生以下は、無料）

　④応募規定　400字詰め原稿用紙（Ａ４判）に詩を縦書きにし、詩の裏面に必ず郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・職業（学年）・電話番号をご記入ください。
（注：原稿用紙以外に書いたものは、無効となりますのでご了承ください。）

■応募方法　持参又は郵送
■審査料支払い方法　作品を赤とんぼ文化ホールへ持参時にお支払い頂くか、郵便局でお振り込みくだ
　　　　　　　　　　さい。

■応募期限　７月１日（水）※当日消印有効
■応募・問い合わせ先 （公財）童謡の里龍野文化振興財団「三木露風賞係」（赤とんぼ文化ホール内）
（☎63・1888、〒679-4167龍野町富永）

輝く地域応援事業

第36回三木露風賞新しい童謡コンクール作品募集中第36回三木露風賞新しい童謡コンクール作品募集中
 あなたの詩を募集しています！！ あなたの詩を募集しています！！

輝く地域応援事業

　本市への移住・定住を促進することを目的に、新たに市内に住宅を取得された方に対し
奨励金を交付しています。 新築の住宅だけでなく中古住宅も対象となります。

▶まちづくり推進課（☎64・３１６７） 

転入者住宅取得奨励金 若者住宅取得奨励金
市外に居住されている方が、定住を目的として市内に
住宅を取得される場合
■対  象  者　市外に１年以上居住され、転入される方
■奨励金の額　50万円（１年目30万円、２・３年目、
　　　　　　　 各10万円）
■申 請 時 期　転入した日から１年以内、かつ、建物
　　　　　　　 の所有権登記完了日から６か月以内

市内に居住されている方が、定住を目的として市内に住
宅を取得される場合
■対  象  者　市内在住の40歳以下の夫婦等（夫婦
　　　　　　　 のどちらかが40歳以下であれば可）
■奨励金の額　30万円（１年目一括交付）
■申 請 時 期　建物の所有権登記完了日から６か月
　　　　　　　 以内

フラット35を利用される場合、当初５年間、年0.25％金利を引き下げます！
■対 象 者　「若者・転入者定住促進住宅取得支援事業」「空き家活用支援事業」の交付対象要件及び独立
　　　　　　行政法人住宅金融支援機構の定める要件に該当する世帯
■提出書類　申請書、世帯全員の住民票の写し

※奨励金（転入・若者）の併用はできません。
※所有権が複数の場合にあっては、いずれかの者のみの申請とします。（例、夫と妻で１／２ずつの共有名義等）

〔対象となる住宅の要件〕
◇延床面積が50㎡以上の居住用の個人の住宅（店舗等の併用住宅については居住用部分が50㎡以上とする）
◇２親等以内の者からの当該住宅の購入は対象外　◇生活の本拠地となること（別荘等は対象外）

住宅取得奨励金制度の実施期間を
令和４年３月31日まで延長します！

※その他、条件がありますので、詳細はまちづくり推進課までお問い合わせください

【振込先】
　口座番号：０１１１０－８－６５４４８
　加入者名：公益財団法人童謡の里龍野文化振興財団
　※通信欄に名前・住所・生年月日・電話番号をご記入ください

たつの市観光写真
コンテスト作品募集
　四季を通じて、風景、イベント、産業等さまざまな視点
からたつの市の魅力や感動を伝える写真を募集しています。
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